
平成25年12月橋本市議会定例会会議録（第３号）その４ 

平成25年12月３日（火） 

                                           

○議長（石橋英和君）順番10、11番 土井君。 

〔11番（土井裕美子君）登壇〕 

○11番（土井裕美子君）ただ今議長のお許し

をいただきましたので、通告に従いまして一

般質問を始めます。 

 まず、一つ目の質問は、障がい者福祉施策

についてでございます。 

 2013年（平成25年）４月、従来ありました

障害者自立基本法は障がい者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律、通

称障害者総合支援法となりました。 

 その中では、目的規定において、自立とい

う表現にかわり、基本的人権を共有する個人

としての尊厳と明記され、障がい福祉サービ

スによる支援に加えて、地域生活支援事業そ

の他の必要な支援を総合的に行うこととなり

ました。 

 また、2011年（平成23年）７月に成立しま

した改正障害者基本法を踏まえ、新法では全

ての国民が障がいの有無にかかわらず、等し

く基本的人権を享有するかけがえのない個人

として尊重されるものであり、障がいの有無

によって分け隔てられることなく、相互に人

格と個性を尊重し合いながら共生する社会を

実現すること、可能な限りその身近な場所に

おいて必要な支援を受けられることにより、

社会参加の機会を確保されること、どこで誰

と生活するかについての選択の機会が確保さ

れ、地域社会において他の人々と共生するこ

とを妨げられないこと、社会的障壁の除去な

どが理念として規定されました。 

 そこで、本市においては、平成24年度から

平成26年度までの３カ年の計画とした第３期

橋本市障害者福祉計画がありますが、この法

律改正により新たに変わった点と障がいをお

持ちの方々のヒアリングの中から何点かをお

尋ねいたしたいと思います。 

 ①制度の谷間を埋めるべく、障がい者の範

囲に難病等を加えることとなりましたが、本

市においては、新たに支援を受けられた方は

何人いらっしゃいますか。 

 ②市町村での必須事業として、新たに四つ

の地域生活支援事業が追加されましたが、本

市における取り組みの現状をお聞かせくださ

い。 

 ③2014年４月より、共同生活を行う住居で

のケアが柔軟にできるよう、共同生活介護（ケ

アホーム）を共同生活援助（グループホーム）

に統合するということですが、本市における

現状と今後の需要把握はできていますか。 

 ④市役所での障がい者雇用率は幾らですか。

また、障がい者雇用に際して、別枠制度等は

設けていますか。 

 ⑤身体障害者手帳または療育手帳の交付を

受けた人には、公共交通機関に際して旅客運

賃の割引がありますが、ＪＲや私鉄などの電

車運賃の割引は、障がい者が単独で乗車した

場合は、片道101㎞以上のときしか割引があり

ません。 

 しかしながら、障がい者が毎日Ｂ型作業所

などへ通う場合にも、就労支援という観点か

ら何らかの補助が必要と考えますが、いかが

ですか。 

 ⑥障がい者就労支援の観点から、保健福祉

センター１階のロビーに障がい者福祉施設運

営のカフェを設置してはいかがでしょうか。 

 ⑦大阪府では、府政のあらゆる分野を福祉

の視点から総点検し、既存の予算、事業、資

源を活用して施策の創意工夫、改善を行うこ

とにより、障がい者や母子家庭、高齢者など
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の雇用、就労機会を創出し、自立を支援する

全庁的な取り組み、行政の福祉化を行ってい

ます。 

 本市においても、これは大いに参考にすべ

き点があると考えますが、ご見解をお聞かせ

ください。 

 次に、二つ目の質問は、国体に向けて教育

委員会の取り組みについてでございます。 

 2015年に和歌山県で開催されます国体に向

けまして、教育委員会として今後どのような

取り組みをされるのかをお聞かせいただきた

いと思います。 

 以上で、私の壇上よりの質問を終わります。 

○議長（石橋英和君）11番 土井君の質問項

目１、障害者福祉施策に関する質問に対する

答弁を求めます。 

 健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（枡谷俊介君）登壇〕 

○健康福祉部長（枡谷俊介君）障がい者の福

祉施策についてお答えします。 

 １番目の障がい者の範囲に難病が加えられ

たことにより、本市で新たに支援を受けられ

た方の人数についてですが、難病の方で既に

身体障害者手帳を交付されている方の支援の

利用はありますが、難病などのみで新たに支

援を受けられた方はありません。 

 次に、新たに追加された必須事業としての

四つの地域支援事業についてお答えします。 

 一つ目の障がい者に対する理解を深めるた

めの研修・啓発ですが、本市では毎年12月に

県が主催する伊都・橋本ふれあい広場などに

協力する形で啓発を行っています。 

 二つ目の障がい者やその家族、地域住民等

が自発的に行う活動に対する支援につきまし

ては、関係団体に対し、スポーツ教室などの

事業委託や補助金の交付という形で行ってい

ます。 

 三つ目の市民後見人などの人材育成、活用

を図るための研修については、まだ後見人不

足というところには至っていませんが、今後

後見人の必要性が高まってくることは認識し

ており、市民後見人、法人後見等について検

討してまいりたいと考えています。 

 四つ目の意思疎通支援を行う者の養成です

が、従来から手話等に興味を持っていただく

きっかけとして、初心者向けの講習会を開催

しています。今後は手話奉仕員の養成のため

の講習会開催を考えていきたいと思います。 

 次に、グループホーム、ケアホームの現状

ですが、市内に３箇所、かつらぎ町に１箇所

あり、支給決定を行っている人は34名で、利

用者は31名です。入所施設から地域への移行

という流れの中で、多くの障がい者の親が自

分の亡き後の子どもの将来を心配して、グル

ープホームの利用を希望しており、数十人単

位の需要があると考えています。なお、現在

１件が建設中であり、２件が建設を検討して

います。 

 次に、障がい者が作業所に通う場合の交通

費の補助ですが、ほとんどの場合、希望者は

施設の送迎を利用することができ、本人には

支給されませんが、事業所に送迎加算が支給

されていますので、現時点では交通費の補助

制度はありません。 

 次に、保健福祉センター内のカフェの設置

についてお答えします。 

 喫茶店などは、施設の大規模改修や保健所

の許可が必要となるため、現状では難しいと

考えています。 

○議長（石橋英和君）企画部長。 

〔企画部長（森川嘉久君）登壇〕 

○企画部長（森川嘉久君）④の橋本市役所で

の障がい者雇用率についてのおただしにお答

えいたします。 

 本年６月１日時点における雇用率は、教育

委員会部局を除き2.47％、教育委員会部局
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2.86％となっており、いずれも平成25年４月

１日から引き上げられた障がい者の法定雇用

率である地方公共団体2.3％、教育委員会

2.2％の基準を超えているところです。 

 次に、障がい者雇用に際しての別枠制度に

ついてですが、現在まで基準を超えているこ

ともあり、設けておりません。 

 しかしながら、該当する職員の退職もある

ことから、今後身体障がい者を対象とした別

枠雇用も検討していかなければならないと認

識をしていますが、別枠雇用を導入するため

には、職場環境や業務内容を精査した上で、

生き生きと働ける受け入れ体制の整備も視野

に入れ、進めていかなければならないと考え

ています。 

○議長（石橋英和君）総務部長。 

〔総務部長（北山茂樹君）登壇〕 

○総務部長（北山茂樹君）行政の福祉化に対

する市の見解についてお答えします。 

 この取り組みは、大阪府で全庁的に取り組

まれているもので、行政のあらゆる分野にお

いて福祉の視点から事業を総点検し、障がい

者等の雇用、就労機会を創出することにより、

自立を支援する取り組みです。 

 例えば、本市では役務関係の入札は指名競

争入札により行っていますが、大阪府では総

合評価入札制度を導入して、評価項目に障が

い者等の雇用の視点を盛り込んだり、指定管

理者の選定にあたって、障がい者雇用率を審

査基準に取り入れたり、公共施設の清掃業務

を就労訓練の場として提供したりといった取

り組みがされています。 

 本市では、来年２月に受け付けを行う入札

参加資格審査申請において、申請書に障がい

者雇用数、障がい者就労施設との取引状況に

関する項目を設ける予定をしています。 

 その結果を踏まえ、具体的な方策を検討し

ていきますが、その際には大阪府の行政の福

祉化に関する取り組みは大変参考になります

ので、内容を研究し、本市でも取り組みを進

めてまいりたいと考えます。 

○議長（石橋英和君）この際、11番 土井君

の質問項目１、障がい者福祉施設の再質問を

保留し、午後１時まで休憩いたします。 

（午前11時49分 休憩） 

                     

（午後１時00分 再開） 

○議長（石橋英和君）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 11番 土井君、再質問ありますか。 

 11番 土井君。 

○11番（土井裕美子君）それでは、再質問を

させていただきます。 

 ①から順に行かせていただきますが、新た

に支援を受けられた方というのが、難病患者

のみという方はございませんでしたというこ

とでございましたが、これはこの新しい総合

支援法になりましてからは、難病患者などで

症状が変動があって、身体障害者手帳の取得

ができない一定の障がいがある方にも対象に

なったということでございましたので、何人

ぐらいいらっしゃるのかなと思ったんですけ

れども、今までにもずっと認定を受けられて

いるということでございましたので、それは

それでよかったかなと思いますが、ただ、一

応これは130疾病の難病指定と関節リウマチ

の患者が対象となっているんですが、これは

今国のほうでは、いろんな団体のほうから130

という規定ではなくて300ぐらいに増やすよ

うな動きもあると聞いておりますので、この

動きもまたどのようになっていくのかなとい

うことは国の動きでございますので、それを

受けて市町村のほうが対応していくというこ

とでございますので、１番はこれで了解をい

たしました。 
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 それと、２番目の新しく市町村で四つの支

援事業を行うということで、順に１、２、３、

４とご回答いただきましたが、まず１番目の

障がい者に対する理解を深めるための研修・

啓発をするということでございますが、部長

おっしゃいましたように、12月に県で主催さ

れている研修があるということでございまし

たが、これは市民の方に対しての研修と考え

ておりますが、いろいろな障がい児、障がい

者のご家族をお持ちの方々からのヒアリング

の中で、施設に預けていると、やっぱり施設

の職員が大変重労働であるということもござ

いまして、なかなか定着した就労が行われて

いないという現状もございまして、本当にい

ろんな障がいをお持ちの方々が施設にはいら

っしゃいますので、それぞれの対応の難しさ

というのが問題になっているとお聞きいたし

ました。 

 そんな中で、この四つの支援事業が市町村

で開催できるということでございますので、

市民の方向けだけの理解を深めるための研

修・啓発ではなくて、橋本市で施設を運営し

ていらっしゃる団体を全部ひっくるめた中の

職員向けの研修会なんかも、市が主導で総合

的に開催されてはどうかなと思うんですけれ

ども、その辺のお考えはございますでしょう

か。 

○議長（石橋英和君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（枡谷俊介君）各施設、各施

設職員に対して研修をしたらどうかというお

ただしでございますが、施設につきましては、

和歌山県知的障害者施設協会などのさまざま

な施設の方は属しておりまして、協会主催の

研修とか上部団体の研修がございます。 

 和歌山県社会福祉協議会が開催するそうい

ういろんな研修で、それぞれ現状に合わせて

今は必要な研修に参加していただいておりま

して、各施設によって受けたい研修とか受け

るべき研修というのがいろいろと異なります

ので、市といたしましては、現時点では主催

の研修会の開催については考えておりません。 

 ただ、これらの上部協会等で開催される研

修会と積極的に活用していただいて、施設及

び施設職員のレベルアップに取り組むような

働きかけを、今後していきたいと思いますの

で、ご了解いただきたいと思います。 

○議長（石橋英和君）11番 土井君。 

○11番（土井裕美子君）現時点では考えてい

ないということですが、せっかく市町村でこ

の四つの支援事業が独自に開催できるよとい

いうことになりましたので、また一層の研究

を重ねていただいて、何とか総合的に市が施

設の方々に対しても手助けというか協力がで

きるような支援をしていただけるようにお願

いをいたしたいと思います。 

 同じく②の四つの支援事業の中の４番目の

意思疎通支援を行う者の養成、手話奉仕員の

養成を想定するということでございますが、

先ほどまでも議会の傍聴席のほうに手話通訳

の奉仕員の方がいらっしゃっておりましたけ

れども、橋本市は比較的他の自治体に比べま

すと、この意思疎通支援を行う者の養成とい

うのは力を入れてやっていただいているよう

には感じておりますが、初心者向けの講習会

を行っていただいているということですが、

現在登録されている手話奉仕員または要約筆

記者の登録人数など、それと昨年はどのぐら

いの実績があったのかなというのがわかれば、

お聞かせいただきたいと思います。 

○議長（石橋英和君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（枡谷俊介君）手話通訳、要

約筆記などの職員についてのおただしでござ

いますけども、基本的には本市では手話通訳

と要約筆記として嘱託職員が１名おりまして、

対応しております。 

 ところが、いろいろな要請がたくさんござ
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いまして、対応するのに１人では対応できま

せんので、派遣要請が重複する場合とか複数

名の対応が必要な場合につきましては、登録

手話通訳、手話通訳者が登録してくれていま

して、この方が15名おります。登録の手話奉

仕員といわれる方が７名、それから要約筆記

奉仕員が８名、現在はこの体制で対応をさせ

ていただいております。 

 それから、実績でございますが、先ほど言

いましたように、嘱託職員１名が対応してお

るんでございますが、この嘱託職員は、手話

通訳として昨年度は467時間、要約筆記といい

ますのはよく会議等でパソコンでその方が述

べられたのをスクリーン等で映している作業

を行うんでございますが、要約筆記として49

時間、それからあと登録手話通訳者が673時間、

登録手話奉仕員が155時間、要約筆記奉仕員が

122時間派遣をいたしております。それが実績

でございます。 

 以上です。 

○議長（石橋英和君）11番 土井君。 

○11番（土井裕美子君）ちょっと他市町村と

比べていませんので、時間帯が長いのか短い

のかというのはよくわからないんですが、橋

本市においては、この前の人権研修の場面で

も要約筆記でぱっと字が出てきて、大変わか

りやすい状況もございましたし、県知事の県

政報告会の場面でも要約筆記をされていまし

たので、本当に木下市長がずっと取り組んで

いらっしゃる福祉と教育のまちづくりの福祉

の部分においては、大変よく頑張っていただ

いているなと感じております。 

 ただ、嘱託職員が１名いらっしゃるという

ことでございますが、あと奉仕員の方、登録

の手話通訳者の方が数名いらっしゃるんです

けれども、職員の体制でもう少し手話のほう

でご活躍できる嘱託職員なりを補充していた

だく方向のほうがいいのではないかなと感じ

ているんですが、その辺についてはいかがで

しょうか。 

○議長（石橋英和君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（枡谷俊介君）増員について

のお話でございますが、手話通訳職員として

の人数について今ご報告させていただきまし

たが、現実に正職員の中に手話通訳できる者

がおりまして、福祉課内のほかの仕事をして

おりますので、そういう意味ではかなり本市

の場合は手厚いかなと感じております。 

 以上です。 

○議長（石橋英和君）11番 土井君。 

○11番（土井裕美子君）本当に何回も言うよ

うに手厚いです、橋本市。でも、これからい

ろんな会議の場面で、手話通訳並びに要約筆

記者がいているということがもう普通である

となるぐらい橋本市は福祉のまちやでという

形にしていただきたいので、今後も、ほかの

業務も兼ねていらっしゃる正職員がいらっし

ゃるということでございますけれども、また

その辺のところもご検討いただいて、庁内の

中でも手話ができる人たちを養成する、育成

するような取り組みもしていただきたいと思

いますので、その辺のところはよろしくお願

いしたいと思います。 

 続きまして、③でございます。 

 グループホームとケアホームの一元化とい

うことですが、市内で３箇所、かつらぎ町で

１箇所、あと現在１箇所が建設中で、２箇所

が検討中であるというご答弁でございました

が、グループホームとケアホームの一元化に

ついては、一元化をしていこうという背景が、

障がい者の高齢化とか重度化が進みまして、

グループホームに入居後に介護が必要となる

方が多くなってきているということもあるの

で、橋本市におきましても、これは本当にも

う目の前の問題であると考えております。 

 幸いにも今１件が建設中でございまして、
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２件が検討中でございますけれども、その辺

のところをしっかりとまたいろんな福祉施設

なんかにご協力もいただきながら、もう少し

建設のご協力をしていただきたいと思います。 

 重度の障がいを持つご家族をお持ちのご家

族からヒアリングをさせていただいた中で、

やはり日ごろは家庭で障がいをお持ちの方を

見ているんだけれども、ショートステイです

ね。突発的にどうしても預かってほしいとい

う事象が生じた場合に、ショートステイがな

かなか見つけることができないというご意見

がございました。 

 施設的にもあきがなくて、少なくともショ

ートステイで預かってほしいという場合にで

も、３カ月以上前に予約をしておかないと預

かっていただけないんだということでござい

ますので、どうしても急に何か問題が生じて、

そのご家族がご病気になられたりとかして、

どうしても１日でも２日でも預かってほしい

よというときが、全然間に合わない状況とい

うことがお聞かせいただきましたので、グル

ープホームが少しずつは増えてきているとい

うことでございますが、そのグループホーム

の中にベット一つでも予備と申し上げますか

ショートステイができるようなスペースがと

れるように、運営をされる側に市として働き

かけるようなことはできないのでしょうか。

その辺、ちょっとお聞かせいただきたいんで

すが。 

○議長（石橋英和君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（枡谷俊介君）私も、この間

障がい者の会の皆さんの研修会に参加させて

いただきまして、その中で議員がおっしゃら

れたようなのと同じようなご意見がございま

した。 

 私も、これについては切実な悩みと受け取

りました。ところが、現状はなかなかグルー

プホームというのは小さな規模でございます

ので、だいたい６部屋から７部屋までぐらい

しかございません。職員も目いっぱいで働い

ておりまして、余分にベッドとか部屋を確保

するという余裕の状態の中で運営されている

というところがほとんどございませんので、

今後、先ほど言いました新たに建設されると

ころとか改造されるところとかございました

ら、その節はそういう余裕を持って運営でき

るような体制づくりをしてくださいというこ

とで、要望をしていきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

○議長（石橋英和君）11番 土井君。 

○11番（土井裕美子君）部長もそのことは重々

よくおわかりになっていただいていると思い

ますので、市が運営する施設ではございませ

んので、あくまでもその施設の方が運営する

ということでございますので、要望をしてい

くということしかできないですけれども、本

当に切実なお悩みを持ってらっしゃるご家族

の方が多いということを重々認識していただ

きまして、また市のほうから少しずつでも働

きかけをしていっていただきたいと思います

し、また橋本市にいろんな企業誘致等をして

おりますけれども、福祉施設の誘致なんかも

これから考えていっていただきたいなと思い

ますので、どうぞよろしくお願いをしたいと

思います。 

 それでは、続いては④の質問でございます。 

 市役所内の障がい者雇用率が、教育委員会

を除いて６月現在で2.47％ということでござ

いました。教育委員会も2.86％ですかね。 

 25年４月から、障がい者の法定雇用率が引

き上げられまして、従業員が56人以上から50

人に変わる施設がこの対象になるということ

でございまして、国、地方公共団体も2.1％か

ら2.3％に変わりました。本市はクリアしてい

るということで、大変喜ばしいことなんです

が、先ほども答弁の中でおっしゃいましたけ
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れども、結果的に雇用した後とか雇用してか

ら障がい者の方を雇用していたということに

なったということもございまして、その方が

退職をされるケースが出てきますと、この雇

用率というのは下がっていくというのはもう

わかっているはずなので、先ほどもおっしゃ

いましたけれども、ぜひともやっぱり別枠と

いうのを設けていただいて、法定雇用率を守

っていっていただきたいと思うのですが、近

隣の市町村では、たしか別枠制度を設けてい

るところがあったかと思います。紀の川市と

か岩出市は、別枠制度をたしか設けていらっ

しゃったのではないかなと思うんですけれど

も、その辺のところを、部長、お調べになっ

たことはございますか。 

○議長（石橋英和君）企画部長。 

○企画部長（森川嘉久君）現時点で、私のほ

うで把握させていただいておりますのは、議

員ご指摘のとおり、紀の川市、岩出市、さら

に和歌山市、御坊市、新宮市ということで、

県下では５市が一応別枠制度を現在運用して

おるようでございます。 

○議長（石橋英和君）11番 土井君。 

○11番（土井裕美子君）そうです。よく調べ

ていただきまして、ありがとうございます。 

 ５市が別枠制度を設けておりますので、ぜ

ひとも早急に橋本市もこの別枠制度の研究に

取り組んでいただいて、何とか同じような肩

を並べていただけるような状況になっていた

だきたいと思います。 

 それで、正職員に関してはそういう法定雇

用率というところで出てくるんですけれども、

臨時職員もしくは嘱託職員では、このパーセ

ンテージには入っていないと思うんですが、

いろんな就労支援のお話をご家族から聞かせ

ていただく中で、ぜひともお願いしたいとい

うことがございました。 

 それは、例えば市役所のお仕事の中で、半

年であるとか１年であるとか期間を限定して

いただいて、障がい者を雇用する枠をつくっ

ていただきたいとおっしゃっておりました。 

 というのは、なかなか橋本市の現状を見て

みますと、50人以上の従業員を抱えていらっ

しゃる企業というのが、まだまだ少ないよう

に思っておりますので、そんな中でやっぱり

自分たちがこれから仕事をしていく上の就労

に対する移行、就労移行支援という観点から

も、ぜひとも市役所の中でそういう別枠で１

年とか半年とかの期間限定で障がい者枠の方

を雇っていただいて、そこで接客であるとか

マナーであるとかいろいろな健常者の方々と

の触れ合い、コミュニケーションのとり方と

いうのを学ばせていただいて、自信をつけて

新たな自立に向けての一歩にしていただくと

いう取り組みが大事だと思うんですが、例え

ばこれは厚生労働省のほうから、もしも障が

い者を雇うことになりますと、先ほどの質問

の中ではあまり横文字を使うなということだ

ったんですが訳ができませんので、ジョブコ

ーチであるとかジョブサポーターであるとか

をつけていただけるような支援もございます

ので、そういう取り組みを今後考えていこう

というご方向はないでしょうか。 

○議長（石橋英和君）企画部長。 

○企画部長（森川嘉久君）ハローワークのほ

うでそういう制度をとっておるのは承知して

おりまして、ほかにもチャレンジ雇用という

制度もあるようでございまして、議員ご指摘

のとおり一時的にそういう雇用環境に入って

いただいて、いろいろと雇用に対する慣れと

いいますか、そういうことを学習していただ

いた中で、今度は一般企業に就職していただ

くという制度であるようでございますけども、

かなり労働環境の面からも難しい面はいろい

ろと出てくるかとは思いますけども、そこは

障がい者福祉担当部局ともいろいろと協議を
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させていただいて、できるだけそういうこと

ができるかどうか前向きにできたら検討を進

めてまいりたいと思います。 

○議長（石橋英和君）11番 土井君。 

○11番（土井裕美子君）この取り組みは、や

はりもしも正職員に別枠制度として障がい者

の職員を受け入れるということになりますな

らば、必ずこのステップをまず踏んでいただ

いてからでないと、先ほどおっしゃった職場

環境の整備をしないとということだったので、

その職場環境を整備すると、こういう方も雇

っていただけることになるかなと思いますの

で、その辺のところをもう一歩でも二歩でも

踏み込んでいただいて、しっかりとできるだ

け早く取り組んでいただきたいと思います。

これは、お願いをいたしたいと思います。 

 そしたら、次に⑤の質問でございます。 

 この質問をするにあたりまして、いろんな

障がいをお持ちのご家族の方とのヒアリング

をさせていただいた中で出てきた問題なんで

すが、新法ができるにあたりまして、６月議

会に同僚議員のほうから質問がございました。 

 それは、障害者優先調達推進法などの問題

で、大変良い質問をされていらっしゃいまし

て、この中で本当に全てのことが網羅されて

質問をされておられましたので、私が言うま

でもないかなと感じて、あとは細かい質問に

させていただいたんですが、障がい者、障が

い児を持つご家庭の親御さんの話としたら、

やはり先ほども健康福祉部長がおっしゃった

ように、親亡き後も子どもがしっかりとした

自立をしていけるようにしたいという思いは、

本当に全ての親御さんがお持ちだと思います。 

 なので、作業所へ行くのも送迎があります

とおっしゃったんですが、送迎のバスに乗せ

てしまうと、もうそのまま本当に安全に連れ

ていってくれるんだけれども、軽度の障がい

をお持ちの子どもとか障がい者であれば、や

っぱり自分の力でＪＲとか私鉄とかに乗って、

自分の力で作業所のほうに通っていくという

ことも、就労へ向けての就労移行への支援の

一つではないかなと考えるんですね。 

 なので、割引制度があるんですけれども、

残念ながらＪＲと私鉄101㎞以上なんですね。

101㎞以上のとこって、本当に遠出をして旅行

をするような感じになってしまいますし、近

くの１駅、２駅のところの施設へ通われる場

合には、定期代なり回数券なりの補助が全く

出ないという問題がありますので、そういう

方が何百人もいらっしゃいませんので、数名

でございますので、これは多分市の単独の補

助になるかなと思うんですけれども、障がい

者の方々に対する就労移行支援の一つとして、

少しでも補助をしていくべきではないかなと

考えるんですが、私、いろいろ調べたんです

が、なかなか項目が出てこなくて、ほかの市

町村でやっているところが見つけられなかっ

たんですが、もし、そういうところがあるよ

というのがわかっていたら教えてほしいんで

すが、またぜひとも、そんなに大したお金も

かからないと思いますので、何とか市が単独

でそういう補助をつけていただけるような取

り組みをしていただくことはできませんでし

ょうか。 

○議長（石橋英和君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（枡谷俊介君）就労支援に向

けた交通費助成ということでございますが、

私どもで調べた範囲では、田辺市と有田市と

串本町で行っておるようでございます。 

 議員のおっしゃるとおり、一般就労をめざ

す方にあっては、交通機関を利用して通勤す

るということも、就労支援の一環だと思いま

す。訓練にもなりますし、そういうことでご

ざいますので、まずは個々の交通機関を利用

して行っている方とか、今後行きたい方につ

いて調査をさせていただきたいと思います。 
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 以上です。 

○議長（石橋英和君）11番 土井君。 

○11番（土井裕美子君）ありがとうございま

す。いい方向に進めていただくための第一歩

だと認識しましたので、ぜひとも調査を進め

ていただいて、田辺市、有田市の事例も参考

にしながら、前向きに実行に移していただき

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、⑥でございます。 

 保健福祉センターの中にカフェをというこ

となんですが、部長、これは保健福祉センタ

ーの建設時からの私の要望でして、ちょうど

くしくも枡谷健康福祉部長がこども課長だっ

たときに、たしか文教厚生委員会の中でけん

けんがくがくの議論をいたしまして、副市長

もいろいろなお答えをいただいたんですが、

そういう飲食をするようなカフェ等はできま

せんというお答えが返ってまいりまして、断

念をして、今の保健福祉センターができたわ

けでございますけれども、いろんな障がい者

施設のお話などを聞きますと、せっかく保健

福祉センターという福祉の拠点ができ上がっ

たのであるから、ああいうところに、今現在

施設のところが１週間に１度パンを販売され

ているというのも重々承知をしておるんです

が、ああいうところでやっぱりカフェ的なも

のを設置していただいて、自動販売機で飲み

物を買うというのではなくて、やはり人と人

との触れ合いの中で、就労支援の移行につな

げていっていただくという機会を、まず市が

イニシアティブをとりながら先導してやって

いくということは、大変大切なことではない

かなと思います。 

 時代もどんどん変わってまいりまして、今

コンビニエンスストアでも機械をぽんと１台

置いて、お金100円入れると、温かいコーヒー

がぽっと出てくるという比較的調理とかに対

して簡単な動作で、コーヒーとかいろんな物

が提供できるようないい機械が生まれてきて

おりますし、カフェというのがはやりで、ウ

エイトレスがお水を持っていってという作業

をしなくても、カップの中に入れてふたをす

るだけでコーヒーが呼ばれられるという状況

もありますので、これは何とか私はあそこの

ロビーのところにカフェ形式の飲食コーナー

を設けていただいて、ぜひ橋本市内の障がい

者施設が順番にそこで実地の研修を兼ねた就

労支援をしていただくように、ほんまに切に

お願いをしたいんですが、保健所のことであ

るとか、水の大規模改修のことであるとかと

いう問題はございますが、実際、今橋本市に

ございます大きな大手のスーパーの本屋の一

角が、そういうカフェに１週間余りで変身し

たという事例もございますし、可能だと思う

んですよ。なので、それをぜひやっていただ

きたいんですが、いかがでしょうか。 

○議長（石橋英和君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（枡谷俊介君）昔からカフェ

の問題については、何回もご提案をいただい

ておりますが、就労支援という観点だけから

言いますと、大変有意義なご提案と受け取っ

ております。 

 まず第１点、行政機関の窓口の入り口とい

うことが１点ございます。それから、第２点

目には、１階のロビーに自動販売機を設置し

ておりまして、１台は売上金の３％を赤い羽

根に共同募金していただいております。それ

から、もう一件につきましては、障がい者支

援としまして、ＮＰＯの地域サポートセンタ

ーふれあい工房が設置していただいておりま

して、また先ほど言いました赤い羽根募金の

ほうの自動販売機の上には、緊急地震速報機

器を無料で設置していただいております。 

 ２点目がそういうことで、大変私どもとし

てはいろいろと恩恵にあずかっている部分も

ありますし、障がい者支援という部門もござ
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います。 

 それから、もう一点は、保健福祉センター

のごく近くに、ほんの目の前に喫茶店が経営

されておられるということもございます。 

 それらをいろいろと勘案いたしますと、売

り上げ等その他勘案いたしますと、１階ロビ

ーにカフェをつくるということは、なかなか

難しいんじゃないかなと考えております。 

○議長（石橋英和君）11番 土井君。 

○11番（土井裕美子君）これは、ずっと建設

当時からの意見の食い違いというか、相違が

あるんですが、施設にいわせると、やっぱり

就労支援として使わせていただくということ

は大変ありがたいというお声がございますの

で、カフェが無理であれば、中庭がテラスに

なって大変いい、真夏と真冬はちょっと暑か

ったり寒かったりしますけれども、今ごろぐ

らいまでですと大変気候がよくって、あそこ

のスペースを有効に使っていただくというよ

うな取り組みも、せっかくの橋本市の福祉の

拠点ですので、あそこをもうちょっと有効に

活用していただけるような取り組みを、今後

考えていただきたいんです。 

 きのうもニュースで言っていましたけれど

も、和歌山市の百貨店で障がい者施設の方々

がつくられた陶芸のお皿とかいろんなオブジ

ェとかを展示即売をされていたというニュー

スも出てきておりますし、橋本市にとっては

そういう拠点になるように、多分市長は思い

を込められて、あそこの保健福祉センターを

つくられたということがございますので、貸

してくださいと言われるまで待っているので

はなくて、あそこの有効活用をどうしたらい

いですかということを、また就労支援部会、

月１回開かれているような会議で、こちら側

から提案を投げかけていくということも大事

でございますので、あそこの中庭の部分の有

効活用について、今後検討をしていただけま

すでしょうか。 

○議長（石橋英和君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（枡谷俊介君）議員がおっし

ゃることももっともでございますので、一応

検討はさせていただきます。 

○議長（石橋英和君）11番 土井君。 

○11番（土井裕美子君）検討してください。 

 それでは、７番でございます。 

 大阪府における行政の福祉化は、もう私の

質問を出したときから、多分皆さんはお調べ

になられて、今後参考にしていきますという

ことでございましたけれども、それぞれの部

署で考えているだけではなくて、やっぱり総

合的に全庁的に取り組むということが大変必

要であると思います。 

 そういうことを取り入れることによって、

こういう障がい者に対する視点がまた変わっ

てくると思いますので、ぜひとも全庁的に取

り組んでいただきたい。 

 特に、総合評価入札制度は、26年のところ

から調査に入っていただくということでござ

いますけれども、もう大阪府なんかでは、平

成15年度から取り組んでいただいております。

規模がやはり違いますけれども、大阪府が主

導して、大阪府の各市町村ではこういったこ

とをどんどん取り組んでいっていただいてお

りますので、ぜひとも橋本市における行政の

福祉化をきっちりとした全庁的な形で取り組

んでいただきたいと思いますので、その辺の

ところを副市長のご見解をお聞かせいただき

たいと思います。 

○議長（石橋英和君）副市長。 

○副市長（清原雅代君）今後おっしゃられた

ような視点での取り組みというのは、非常に

大切であると思います。 

 現に、いろんなところで障がい者の方の雇

用につなげるような取り組みというのは、し

ているところもあります。幾つか挙げるとす
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れば、後でまた具体的な例を部長のほうから

挙げてもらいますけれども、そういったこと

で、市としてもこれまで以上にそういった視

点を持って、さまざまな取り組みを進めてい

けるように職員一同やっていきたいと思って

おります。 

○議長（石橋英和君）11番 土井君。 

○11番（土井裕美子君）ありがとうございま

す。 

 今回の質問をするにあたりまして、いろい

ろ調べさせていただきましたら、本当に橋本

市としましては、大変さまざまな行政の仕事

の中で、障がい者の方々に配慮をした取り組

みをされているということは大変よくわかり

ましたので、感謝をいたしたいと思いますが、

まだまだ上には上があるということでござい

ますので、さらなる上をめざして、橋本市が

取り組んでいっていただきたいと思います。

よろしくお願いをいたしまして、１番目の質

問を終わります。 

 ２番目、よろしくお願いいたします。 

○議長（石橋英和君）次に、質問項目２、国

体に向けた教育委員会の取り組みに関する質

問に対する答弁を求めます。 

 教育長。 

〔教育長（松田良夫君）登壇〕 

○教育長（松田良夫君）国体に向けた教育委

員会の取り組みについてお答えします。 

 2015年に開催される紀の国わかやま国体・

紀の国わかやま大会は、幼児、児童生徒にと

って、スポーツやそれに関係する人々と触れ

合う絶好の機会です。 

 学校施設が会場になるところもあることか

ら、観戦や応援、ボランティア等でトップレ

ベルのスポーツにじかに触れる機会を持つこ

とができます。 

 また、全国から大勢の関係者が来られます

ので、日ごろから取り組んでいる態度教育と

結びつけ、おもてなしの機運を高めていきた

いと考えています。 

 そこで、来年度開催されるプレ大会、2015

年の本大会に向け、開催される競技の周知を

行うとともに、各幼稚園、小・中学校におい

て、花いっぱい運動や応援のぼり旗づくり、

各園、学校独自のおもてなしの実践等を積極

的に進めていきたいと考えています。 

○議長（石橋英和君）11番 土井君、再質問

ありますか。 

 11番 土井君。 

○11番（土井裕美子君）ありがとうございま

す。 

 2015年に国体、そして７年後には東京でオ

リンピックが開催されるということでござい

ますので、本当にスポーツでまちおこしがで

きるのではないかなと思うぐらいいい機会だ

と思うんですね。 

 各議員全員が国体のほうの委員にならせて

いただいて、私も２年前、ぎふ清流国体の視

察に行ってまいりました。 

 そのときに、会場がちょうどバレーボール

会場だったんですけれども、そこの会場で、

壁一面に岐阜の小学校の生徒がつくったぎふ

清流国体のキャラクター、ペットボトルのふ

たでばあっとつくったキャラクターが飾って

あったんですよ。制作状況もずっと写真に撮

って、それと一緒に飾ってありました。 

 それとか、階段の上りの踊り場の下の段差

のところに、清流国体のキャラクターの絵が

張ってあったり、岐阜市はまちを挙げて、子

どもたちも巻き込みながら、清流国体のおも

てなしをしていただいているんだなと、大変

感じましたので、橋本市は一体これからどん

なおもてなしをしていくように計画をされて

いるのかなと思いまして、せっかくこれは60

年に１回回ってくる大会ですよね。 

 ですので、多分今小学生の子が、あとプラ
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ス60年たったときしか、国体はまた戻ってこ

ないし、経済状況の中で、もしかしたら国体

は途中でやめてしまうということになるやも

しれませんので、すごく子どもたちにとって

は、人生の中において生の競技を見るである

とか、スポーツに触れる絶好のいいチャンス

だと思いますので、ぜひとも教育委員会とし

ては、全面的に国体に向けての取り組みを、

学校でそれぞれの取り組みを考えてやってい

っていただきたいんです。 

 教育委員会だけでは、たしか９月の初旬で

すので学校はもう始まっていますから、なか

なか競技を学校こぞって見に行くということ

はできないと思いますけれども、何らかの形

で工夫をしていただいて、子どもたちが国体

で何か僕たちがつくったこれがあったよとい

うのができるようにしていただきたいんです。 

 子どもたち、マスコットキャラクターのき

いちゃん、大好きなんですよ。大人気なので、

どこへ行っても、きいちゃんの周りには子ど

もたちが寄ってきますし、そういうのも含め

てやっていただきたいと思います。 

 教育委員会だけが単独でやるのではなくて、

やっぱり国体推進室がございますので、国体

推進室との連携というのがどのようになって

いるのか、理事のほうにお聞かせいただきた

いんですが、よろしくお願いいたします。 

○議長（石橋英和君）理事。 

○理事（吉田長司君）生徒児童とのかかわり

の具体的なところで、今お願いしているとこ

ろがございます。 

 ペットボトルのふたとかいうことじゃない

んですけども、現在お願いしているところで、

１点が国体のＰＲポスターの図画の作品募集

ということで、これにつきましては、小学生

の部、中学生の部ということと、高校、大学、

一般の部ということで３部を設けまして、小

学生、中学生の部につきましては、全学校に

案内を申し上げまして、今描いていただいて

いるところでございます。この期間につきま

しては、年明けの１月14日というのが必着に

なってございまして、普通の四つ切りの画用

紙へ縦で描いていただくということで、審査

もございますし、ＰＲに活用していただくと

いうことになってございます。 

 内容につきましては、橋本市で開催される

競技、それからきいちゃんを画材にしたもの

で、どんな形でも結構ですということになっ

てございます。 

 それと、あと１点、国体のジュニアボラン

ティア、普通の一般のボランティアも募集し

ているわけでございますけども、ジュニアＰ

Ｒ隊ということで、対象が小学校の25年度の

６年生、それから25年度現在で市内の中学生

ということで募集しております。人数の目標

につきましては30人ということで、現在12名

の応募がございます。これは、募集期間は今

年の10月から11月末となってございますけど

も、期間延長して、また募集をしていきたい

なと考えてございます。 

 この人につきましては、いろんな形でプレ

国体、国体に助けていただくわけでございま

すけども、イベントなんかのＰＲに参加して

いただいて、基本的にはボランティアですけ

ども、そういう形でやっていただくようにな

ってございます。 

 それと、今県と協議している中で、花いっ

ぱいの関係の、国体に向けた花のリレーとい

うことで、これを当日会場周辺、それから駅

周辺にするわけでございますけども、これが

25年度から実施していまして、26年度はまた

大きくやっていくということで、育てるのは

学校に大分お願いしているところがございま

す。 

 そういうことで、これも具体的には、これ

は県のほうから連絡があろうかと思いますけ
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れども、そういう形で考えております。 

 そのほかにも……。 

○議長（石橋英和君）理事、時間でございま

すので。 

○理事（吉田長司君）応援なんか具体的にな

ってございませんけども、各県の応援なんか

も参加していただくような形で考えてござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（石橋英和君）11番 土井君の一般質

問は終わりました。 

 この際、午後２時まで休憩いたします。 

（午後１時48分 休憩） 
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